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告 示■

◎群馬県告示第２３４号

群馬県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２７年群馬県条例第２７号。以下「条例」という。）第１４条第１

項の規定により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失うので、同条第２項の規定により告示する。

令和３年９月３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 失効する知事指定薬物の名称

(1) エチル＝２―［１―（５―フルオロペンチル）―１Ｈ―インドール―３―カルボキサミド］―３―メチルブ

タノアート（通称名５Ｆ―ＥＭＢ―ＰＩＣＡ、ＥＭＢ―２２０１）及びその塩類

(2) ２―（メチルアミノ）―１―（チオフェン―２―イル）プロパン―１―オン（通称名２―Ｔｈｉｏｔｈｉｎ

ｏｎｅ、βk―ＭＰＡ）及びその塩類

(3) ２―シクロヘキシル―１―フェニル―２―（ピロリジン―１―イル）エタン―１―オン（通称名α―ＰＣＹ

Ｐ）及びその塩類

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）第２条第１５項に規定する指定薬物に指定されたため。

３ 指定が効力を失う日

令和３年９月４日

４ 罰則の適用

この指定の失効の前にした行為については、なお条例の罰則を適用する。

◎群馬県告示第２３５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

令和３年９月３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 保安林予定森林の所在場所 藤岡市三波川字下三波川甲３６３の１、甲３６３の２、３６３の乙、３６５、３

６６、多野郡神流町大字平原字井戸頭１２１４、甲１２１７

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

（1）立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課並びに藤岡市役所及び神流町役
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場に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第２３６号

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。

令和３年９月３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 定期検査を行う区域 藤岡市及び多野郡

２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又

は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり

３ 日時及び場所

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所

令和３年１０月１９日 午前１０時～午後３時 上野村役場

午前１０時～正午 神流町コイコイアイランド会館
令和３年１０月２０日

午後１時３０分～午後３時３０分 神流町中里合同庁舎

午前１０時～正午 藤岡市多野藤岡広域市町村圏振興整備組合
令和３年１０月２２日

午後１時～午後３時 藤岡市小野公民館

令和３年１０月２５日 午前１０時～午後３時 藤岡市中大塚公会堂

令和３年１０月２６日 午前１０時～午後３時 藤岡市鬼石総合支所

令和３年１０月２９日 午前１０時～午後３時 藤岡市美九里公民館

午前１０時～午前１１時３０分 藤岡市日野公民館
令和３年１１月１日

午後１時～午後３時 藤岡市平井公民館

令和３年１１月４日 午前１０時～午後３時 藤岡市役所車庫棟

令和３年１１月５日 午前１０時～午後３時 藤岡市藤岡公民館

令和３年１１月８日 午前１０時～午後３時 藤岡市藤岡公民館

なお、計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定

期検査は、別に指定する期日及び場所で行う。

４ 定期検査を行う指定定期検査機関の名称 一般社団法人群馬県計量協会

◎群馬県告示第２３７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。
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なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和３年９月３日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ４０６号 吾妻郡長野原町大字長野原字町２５０ 前 １３．３～２７．８ ４４３．４
番の１地先から同郡同町大字同字尾坂
１２６３番の６地先まで 後 １１．６～７４．５ ５５４．５

◎群馬県告示第２３８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和３年９月３日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ２９２号 吾妻郡長野原町大字長野原字町２２８ 前 ７．０～１１．５ １３４．８
番の２地先から同郡同町大字同字東貝
瀬８８３番の１地先まで 後 ９．２～８４．３ ９４７．８

◎群馬県告示第２３９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和３年９月３日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 川原畑大戸線 吾妻郡長野原町大字川原湯字下打越４ 前
７７番の２地先から同郡同町大字同字
金花山５５８番の９地先まで 後 １１．３～５０．２ １７５９．８
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公 告■

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定により、令和３年度後期技

能検定の実施について、次のとおり公示する。

令和３年９月３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 実施職種

(1) 特級 鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、

機械検査、ダイカスト、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売

機調整、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、婦人子供服製造、プラスチック成形及びパン製造

(2) １級及び２級 鍛造（プレス型鍛造に係るものに限る。）、金型製作（プレス金型製作に係るものに限

る。）、工場板金（機械板金及び数値制御タレットパンチプレス板金に係るものに限る。）、機械検査、電気

機器組立て（シーケンス制御に係るものに限る。）、プリント配線板製造（プリント配線板設計に係るものに

限る。）、自動販売機調整、空気圧装置組立て、油圧装置調整、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、和裁、

プラスチック成形（射出成形の実技試験に係るものに限る。）、石材施工（石材加工に係るものに限る。）、

パン製造、菓子製造、建築大工、かわらぶき、配管（建築配管に係るものに限る。）、型枠施工、鉄筋施工、

コンクリート圧送施工、防水施工（塩化ビニル系シート防水工事及び改質アスファルトシートトーチ工法防水

工事に係るものに限る。）、樹脂接着剤注入施工、ガラス施工、機械・プラント製図（機械製図手書き及び機

械製図ＣＡＤに係るものに限る。）、電気製図、金属材料試験及び塗装（鋼橋塗装に係るものに限る。）

(3) ３級 機械加工（普通旋盤に係るものに限る。）、機械検査、電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て及び

シーケンス制御に係るものに限る。）、冷凍空気調和機器施工、和裁、家具製作（家具手加工に係るものに限

る。）、プラスチック成形（射出成形に係るものに限る。）、建築大工、配管（建築配管に係るものに限

る。）、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図（機械製図手書き及び機械製図ＣＡＤに係るも

のに限る。）及び電気製図

(4) 単一等級 電子回路接続及びバルコニー施工

２ 試験の方法 実技試験及び学科試験によって行う。

３ 技能検定試験の実施期日及び実施場所

(1) 実技試験

ア 実施期日 令和３年１２月３日（金）から令和４年２月１３日（日）までの間において、群馬県職業能力

開発協会（以下「職能協会」という。）が指定する日に行う。

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

ウ 問題の公表 実技試験の問題は、あらかじめ令和３年１１月２６日（金）に職能協会において公表する。

ただし、一部の職種については、公表しない。

(2) 学科試験

ア 実施期日 検定職種ごとに、次のとおり行う。

検 定 職 種 期 日

○１級及び２級 鍛造、機械検査、電気機器組立て、配管、型枠施工、ガ 令和４年１月２３日（日）
ラス施工及び金属材料試験

○３級 電気機器組立て及び配管
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○特級 全職種 令和４年１月３０日（日）
○１級及び２級 金型製作、工場板金、自動販売機調整、油圧装置調整、
農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、和裁、石材施工、パン製造、防
水施工及び機械・プラント製図

○３級 冷凍空気調和機器施工、和裁、家具製作及び機械･プラント製図
○単一等級 バルコニー施工

○１級及び２級 プリント配線板製造、空気圧装置組立て、菓子製造、建 令和４年２月６日（日）
築大工、かわらぶき、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、樹脂接着剤注
入施工、電気製図及び塗装

○３級 機械加工、機械検査、プラスチック成形、建築大工、テクニカル
イラストレーション及び電気製図

○単一等級 電子回路接続

イ 実施場所 職能協会から受検申請者宛て別途通知する。

４ 受検手数料の納付方法等

(1) 受検手数料は、群馬県職業能力開発促進法関係手数料条例（平成１２年群馬県条例第６８号）別表に定める

額とする。

(2) 受検手数料の納付方法 実技試験及び学科試験を受ける者は、それぞれの手数料の額を確認して、職能協会

の指定するゆうちょ銀行の口座に納付すること。

なお、実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、当該手数料の納付は要しない。

また、受検申請を受け付けた後は、申請を取り下げた場合又は試験を受けなかった場合でも、納付した手数

料は返還しない。

５ 受検申請の手続

(1) 提出書類

ア 技能検定受検申請書（以下「申請書」という。）

イ 本人確認書類（運転免許証、保険証の写し等）

ウ 実技試験又は学科試験の免除を受けようとする場合は、その資格を証する書面

(2) 提出先 〒３７２－０８０１ 群馬県伊勢崎市宮子町１２１１番地の１ 群馬県職業能力開発協会 電話０

２７０－２３－７７６１

(3) 受付期間 令和３年１０月４日（月）から同月１５日（金）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものに限り有効とする。

(4) 受検申請に関する注意

ア 申請書及び案内書は、職能協会で交付する。

なお、申請書及び案内書の郵送を希望する場合は、封筒の表面に「技能検定受検申請書請求」と朱書きし、

返信用封筒（宛先を記入し、１４０円分の切手を貼ったもの）を同封すること。

イ 申請書を郵送する場合は、書留郵便とし、封筒の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書きすること。

６ 合格の発表等

(1) 実技試験又は学科試験の合格通知 実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者及びその双方に合格した

者については、職能協会が書面で通知する。

(2) 技能検定合格者の発表 技能検定合格者の受検番号は、令和４年３月１１日（金）に、群馬県ホームページ

に掲載する。

(3) 技能検定合格証書等の交付 特級、１級及び単一等級の技能検定の合格者には厚生労働大臣名の合格証書が

交付され、２級及び３級の技能検定の合格者には群馬県知事名の合格証書が交付される。このほか、特級、１
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級、２級、３級及び単一等級の技能検定の合格者には厚生労働大臣から技能士章が交付される。

７ その他

技能検定について不明な点は、群馬県産業経済部労働政策課（電話０２７－２２６－３４１４）又は職能協会

に問い合わせること。

砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項により、令和３年度（２０２１年度）砂利採取業務主任

者試験を次のとおり行う。

令和３年９月３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 受験資格 制限しない。

２ 試験内容 筆記による試験とし、試験科目は、次に掲げる事項とする。

(1) 砂利の採取に関する法令事項

(2) 砂利の採取に関する技術的な事項（基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含む。）

３ 出題形式 出題数は、法令問題１０問（全問必須問題）及び技術問題１５問（７問の必須問題及び８問から受

験者が３問選択して解答する選択問題）とする。

４ 試験の日時 令和３年１１月１２日（金）午前１０時から正午まで

５ 試験の場所 群馬県庁（前橋市大手町一丁目１番１号）２９階２９２会議室

６ 受験願書の請求

(1) 受験願書は、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係又は県内各土木事務所に請求すること。

(2) 郵便で請求する場合は、封筒の表に「砂利採取業務主任者試験受験願書請求」と朱書きし、１２０円分の切

手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封の上、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係（〒３７１－８５７０ 前

橋市大手町一丁目１番１号）又は県内各土木事務所宛て請求すること。

７ 受験手続

(1) 申込書類 受験願書（所定の用紙に自署で必要事項を記入した上で、受験票の裏面の葉書に６３円分の切手

を貼ること。）及び写真（受験願書提出前６月以内に正面から上半身を撮影した縦４センチメートル横３セン

チメートルのもの）

(2) 受験手数料 ８，１００円分の群馬県収入証紙又は払込書により納付すること（払込書による納付の場合は、

令和３年１０月１２日（火）までに群馬県県土整備部砂防課砂防管理係又は県内各土木事務所に連絡すること。）。

８ 受験願書の提出

(1) 受験願書は、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係又は県内各土木事務所に提出すること。

(2) 受験願書の受付期間は、令和３年１０月４日（月）から同月２２日（金）までとする。

(3) 郵送する場合は、封筒の表に「砂利採取業務主任者試験受験願書在中」と朱書きし、令和３年１０月２２日

（金）までに必着のこと。また、直接提出する場合は、土日、祝日を除く平日の午前８時３０分から午後５時

１５分までの間に提出すること。

９ 合格者の発表日等 合格者の発表は、令和３年１２月１日（水）午前９時に合格者の受験番号を群馬県ホーム

ページで公表することとし、合格者には、合格証を郵送により交付する。

10 その他 この試験についての問合せは、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係（電話０２７―２２６―３６３

２）に行うこと。
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建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第１５項の規定により、次のとおり公開による意見の聴取を

行う。

令和３年９月３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請建築物等の建築予定地 群馬県甘楽郡甘楽町大字福島字大日１６１６－２の一部、１６１６－２先、１６

１８、１６１８先、１６２０－１、１６２２－２の一部、１６２４－４の一部、１６２５の一部、１６２６の一

部、１６２７－２の一部、１６２８－２の一部及び１６３３－２の一部

２ 申請建築物等の建築の計画

主要用途 物品販売業を営む店舗

構造、規模及び延べ面積 鉄骨造 平屋建 １５４６．４８㎡

３ 申請建築物等の建築制限される理由 第一種中高層住居専用地域で制限されている用途であるため。

４ 申請建築物等の建築予定地の用途地域の種類 第一種中高層住居専用地域

５ 意見の聴取の日時 令和３年９月１５日（水）１０時３０分から

６ 意見の聴取の場所 甘楽町図書館「ら・ら・かんら」（群馬県甘楽郡甘楽町大字福島１２５８－２）

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和３年９月３日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡千代田町大字赤岩字中申２７９０－２６、２ 太田市中根町６２４番地２ ヴィラアヴェニー
７９０－２７、２８７２－９、２８７２－１０、２ ルⅠ－１０２号室
８７２－１１ 筑比地拓

２ 邑楽郡千代田町大字福島字松原６５３－２３ 館林市千代田町３番２４号 燈月庵－１０３
須藤駿、須藤麻衣子

３ 邑楽郡千代田町大字福島字松原６５３－１３、６５ 邑楽郡千代田町大字福島６５３番地の１４
３－１４、６５３－２１、６５３－２４、６５３－ 上田正人、上田喜佐江
２５

４ 邑楽郡大泉町大字寄木戸字植松３１０－１ 東京都西東京市東伏見三丁目６番１９号
タクトホーム株式会社 代表取締役 小寺一裕

５ 邑楽郡千代田町大字上中森字八幡下１２１４－１ 邑楽郡千代田町大字上中森１２２２番地の１
阿部一磨

６ 佐波郡玉村町大字下新田１１５０－３ 佐波郡玉村町大字下新田７９５番地１
土田淑子
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